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騒 音 防 止 対 策 

（工場・事業場の騒音）  
  

福島県では、「騒音規制法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、工場又は事業場

から発生する騒音の防止に関する取り組みを行っています。  

  

１ 工場又は事業場から発生する騒音の規制  

（１）騒音規制法による規制  

騒音規制法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって

政令で定めるものを「特定施設」と定義し、特定施設を設置する工場又は事業場（以下「特定工場

等」という。）に対し規制を行っています。特定施設は別表に示すとおりです。  

  

（２）福島県生活環境の保全等に関する条例による規制  

（１）と同様に、福島県生活環境の保全等に関する条例では、工場又は事業場に設置される施設

のうち、著しい騒音を発生する施設（騒音規制法で定める特定工場等に設置されるものを除く）で

あって規則で定めるものを「騒音指定施設」と定義し、騒音指定施設を設置する工場又は事業場

（以下「騒音指定工場等」という。）に対し規制を行っています。  

騒音指定施設は、騒音規制法に基づく特定施設と、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン及び

冷凍機です。（別表参照）  

  

２ 騒音規制法に基づく規制  

（１）指定地域の範囲及び規制基準  

時間の区分   

 

区域の区分 

昼  間 

7:00～19:00 

朝・夕 

6:00～7:00 

19:00～22:00 

夜  間 

22:00～6:00 

第１種区域 

第１種低層住居専用地域、第２種低

層住居専用地域、田園住居地域及び

これに相当する地域 

５０デシベル 

以下 

４５デシベル 

以下 

４０デシベル 

以下 

第２種区域 

第１種中高層住居専用地域、第２種

中高層住居専用地域、第１種住居地

域、第２種住居地域、準住居地域及

びこれに相当する地域 

５５デシベル 

以下 

５０デシベル 

以下 

４５デシベル 

以下 

第３種区域 
近隣商業地域、商業地域、準工業地

域及びこれに相当する地域  

６０デシベル 

以下 

５５デシベル 

以下 

５０デシベル 

以下 

第４種区域 工業地域及びこれに相当する地域  
６５デシベル 

以下 

６０デシベル 

以下 

５５デシベル 

以下 

（注）学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホ－ム及び幼保連携型認定こども園の 

周囲おおむね 50ｍ以内の区域では、上表に掲げる数値から５デシベルを減じた値となります。

（第１種区域を除く。） 
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（２）騒音規制法に基づく指定地域を有する市町村  

県北地方  県中地方  県南地方  会津地方  相双地方  いわき地方  

福島市  郡山市  白河市  会津若松市  相馬市  いわき市  

二本松市  須賀川市  西郷村  喜多方市  南相馬市    

伊達市  田村市  泉崎村  柳津町  富岡町    

本宮市  鏡石町  矢吹町  会津美里町      

  石川町          

  

 

  

 ※ この図は、騒音規制法に基づく指定地域を有する市町村を色つきで示したもので、当該市町村のす

べての地域が指定地域であるという意味ではありません。指定地域の詳しい範囲については、各市

町村へお問い合わせください。（町村部については、県でも問い合わせ可能です。）  

  

 

 「 KenMap    
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３ 福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制  

福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制地域は、県内全域（騒音規制法の対象となる工

場又は事業場を除く。）であり、その区域の区分及び騒音指定施設を設置する工場又は事業場が遵守

しなければならない基準は次の表のとおりです。  

  

 

（注）学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホ－ム及び幼保連携型認定こども園の周囲

おおむね 50ｍ以内の区域では、上表に掲げる数値から５デシベルを減じた値となります。（第１種区

域を除く。）  

  

４ 設置届出  

特定施設や騒音指定施設を設置しようとする場合は、設置工事の開始の日の３０日前までに、市町

村長に所定の事項を届出なければなりません。  

また、すでに届出をした特定施設、騒音指定施設の種類ごとの数等の変更をしようとする場合（減

少する場合及び２倍以内の数に増加する場合は除く。）、騒音防止の方法等の変更がある場合も市町村

長に変更に係る所定の事項を届出なければなりません。  
  
５ 計画変更勧告  

特定施設、騒音指定施設の設置の届出又は数等の変更の届出があった場合、その設置又は変更によ

り工場等から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認め

られる場合は、届出を受理した日から３０日以内に限り、市町村長（騒音規制法に基づく指定地域を

有しない町村については知事）は、騒音防止のための措置等について計画変更の勧告を行うことがで

きます。  

  

６ 改善勧告及び改善命令  

特定工場等又は騒音指定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その周

辺の生活環境が損なわれていると認められる場合、市町村長（騒音規制法に基づく指定地域を有しな

い町村については知事）より、騒音防止の方法の改善等について勧告を行うことができます。  

また、計画変更勧告に従わずに特定施設等を設置し、その騒音が規制基準に適合しないことにより

周辺の生活環境が損なわれている場合及び改善勧告に従わないで同様の事態が発生している場合は、

騒音の防止の方法等について改善を命ずることができます。  
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別表 騒音規制法に基づく特定施設及び福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音指定施設

  
  

原動機の定格出力の合計が 22.5kW 以上のものに限る。 


